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食の世界に 

公益財団法人  国際通貨研究所 

理事長  渡辺 博史 

日本の「令和の米騒動」は、備蓄米の放出決定、入札があってもなかなか価格のおさ

まりの気配が濃くならない。インバウンドに伴う米食需要拡大、小麦価格の高騰あるい

はグルテンフリーに基づく米消費へのシフト、取扱業者による過大在庫などなど原因は

種々言われているが、そもそも生産量が国内需要に見合った十分なものになっているの

かどうかも、識者の中で意見が分かれている。 

米食文化の重要性は理解するが、その米自体の十分な生産が確保されていない状況に

照らすと、基本的な方針の再点検が必要だとしか思えない。戦後の農地改革実施の正当

性には疑念は無いが、同じ政策がいつまでも妥当であり続けるなどと言うことは所詮有

りえない。米生産農家の従事者の平均年齢が高齢者年齢層に達してから相当の年齢が経

つと思うが、そのような状態で何も手を打たねば、必要な生産力が保てないと思う。農

地の貸付、大規模耕作の自由化、農業生産法人の弾力化、収入減保障の仕組みの再構築、

などなどいろいろ言われ始めてからもう何年も経つが、議論の進展は見られない。 

価格の変化に即してキチンと処方箋を更新していないので、米国から「日本の米に関

する関税率は 700%超!」とまで言われる。また、為替の関係で生じることでもあるが、

米国産の米の生産価格は今や日本よりも高い時が出て来ている。「安価・低品質な外国

産米から優良な国産米を護れ」ということだけで今の制度を正当化することでもなくな

っている。日本の米作農家をどう扱うのかはある意味でバイアスのかかった政治の「問

題」としてもキチンと議論して行かねばならないが、いずれにせよ、耕作可能な土地を

使わせないというのは、全世界の人類に対する「犯罪」と認識すべきである。これから、

気候変化、戦乱の勃発、海運手段の不足などによって、旧来の生産分布、交易状況に大

きな変化が生じる可能性が高く、また開発途上国の大幅な人口増も推計されている中で、

可耕地での生産を止めることの妥当性は乏しいというよりも、無いと考えるべきであろ

う。そこで何を作るかは色々考えがあろうが、作物を一切産み出さない耕地を持ち続け

ることになる制度に正当性は全く無い、と認識すべきだろう。 

日本は、その国内生産を活性化することに加えて、国外での農産物生産に貢献する方

策を考えていく必要がある。例えば、これから少なくとも 10 億人の人口増が見込まれ

るアフリカ大陸の食を如何に確保するかは、人類全体への大きな課題となる。遠隔地の
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問題だということとなると、難民問題などでも見られるように他人事と思う向きが多い

が、自給率 100%で無い我が国にとっては、国際市場での需給バランスの崩れは、価格

の上昇、必要量の確保困難など、自らの生活の変化、あるいは強いて言えば悪化に直結

して行くことを改めて認識する必要がある。国内で大増産してアフリカに売る、という

ことは非現実的である中では、現地での生産増強に如何に貢献できるかを考えるべきで

ある。 

その場合に日本が多少貢献できるのは、米作であろう。連作障害が少ないという特色

を持つ米の生産を主唱し、現地耕地の「構造改善」を支援し、暑熱の地でも、あるいは

水が乏しい地域でも生産可能な品種改良に努めるなど、行うべきことは数多あるし、そ

の面での能力はまだ保有していよう。 

投資も含めて資金の供給も必要であるが、これはまだ自力で出来る余地が有ろう。一

方、現地での指導に当たっては、独力ではなく、東南アジア諸国の農耕従事者との連携

を深めることが可能であろう。東南アジアでも海水面の上昇により在デルタの現有農地

を失いかねない状況が来るのはそう遠い話では無い。 

また、このような農業開発は早い段階から、国際協調のラインで進めねばならない。

相対的な適地に先行投資した企業あるいは国が、そこでの生産、販売に関して囲い込み

を始める恐れは過去の例から見てけっして少なくはない。そのような構図で穀物市場、

農産物交易の分断化が進むことは避けねばならない。そういう点でのリーダーシップを

とることで、国際社会でのプレゼンスを維持し、また国内の需給も安定させるというく

らいのヴィジョン無くしては、我が国はこの 21世紀も生き延びられないのではないか。 

（IIMAメールマガジンへの寄稿） 
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